
規

則

訓

令

福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
四
十
一
号

福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
講
手
当
の
支
給
対
象
者
が
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
訓
練
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
受
講
手
当
に
対
す
る
同
条

第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中｢

五
百
円｣

と
あ
る
の
は
、｢

七
百
円｣

と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
第
七
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
四
月
一

日
以
後
の
分
と
し
て
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
支
払
わ
れ
た
受
講
手
当
は
、
改
正

後
の
福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
規
定
に
よ
る
受
講
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

(

産
業
人
材
育
成
課)

福
島
県
訓
令
第
十
七
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
三
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
へ
き
地
診
療
所
等
へ
の
診
療
支
援
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

市
町
村
の
広
域
連
携

大
沼
郡
三
島
町
大
字
宮
下
字
宮

市
町
村
の
広
域
連
携
の
支
援
に
関

の
支
援
に
関
す
る
業

下
三
五
〇
番
地

す
る
こ
と
。

務
に
従
事
す
る
職
員

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

行
政
経
営
課)
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

三
〇
〇

訓

令

○
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

三
〇
〇

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設

の
届
出
が
あ
っ
た
件

三
〇
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件
三
件

三
〇
一

○
県
外
の
区
域
か
ら
家
畜
の
移
入
を
禁
止

す
る
件

三
〇
二

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し

た
件

三
〇
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件

三
〇
三

○
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
同
意
し
た
件

三
〇
三

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件

三
〇
三

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

三
〇
四

○
都
市
計
画
を
変
更
し
た
件

三
〇
四

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を

認
可
し
た
件

三
〇
四

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と

し
て
指
定
し
た
件
十
件

三
〇
五

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件

三
〇
七

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

三
〇
八

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

三
〇
八

○
土
地
改
良
区
の
清
算
人
が
退
任
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

三
〇
八

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し

た
件
七
件

三
〇
九

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の

写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

三
〇
九

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

三
〇
九



告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
日
ま
で
福
島
県
商

工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・

商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
商
工
観
光
部
商
工
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ヤ
マ
ダ
電
機
テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
郡
山
南
店

福
島
県
郡
山
市
安
積
町
荒
井
字
方
八
丁
三
十
三
番
地
一

ほ
か
十
二
筆

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名

称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名
称

東
日
本
ダ
イ
ワ
株
式
会
社

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

安
藤

元
二

住
所

福
島
県
郡
山
市
朝
日
三
丁
目
二
番
二
十
七
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

名
称

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

山
田

昇

住
所

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
番
一
号

三

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

四
千
百
四
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル

五

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一�

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

二�

収
容
台
数

百
七
十
九
台

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一�

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

二�

収
容
台
数

二
十
台

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

一�

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

二�

面
積

二
百
九
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

一�

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

二�

容
量

三
十
八
立
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

一�

開
店
時
刻

午
前
十
時

二�

閉
店
時
刻

午
後
九
時
四
十
五
分

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

一�

数

二
か
所

二�

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

七

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

(
｢

別
紙
図
面｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
二
年
四

月
三
十
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管
理
課
市

民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
福
島
大
森
店

福
島
県
福
島
市
大
森
字
城
ノ
内
二
十
七
番
地
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

別
紙
書
面
の
と
お
り

(
変
更
後)

別
紙
書
面
の
と
お
り

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
一
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
九
日

五

届
出
を
し
た
者

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
南
東
北
株
式
会
社

平成22年４月30日 金曜日 福 島 県 報 第2177号 301



(
｢

別
紙
書
面｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
二
年
四

月
三
十
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
商
工
観
光
部
商
工
振
興

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
郡
山
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
郡
山
市
松
木
町
五
十
三
番
地
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

別
紙
書
面
の
と
お
り

(

変
更
後)

別
紙
書
面
の
と
お
り

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
一
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
九
日

五

届
出
を
し
た
者

日
本
化
学
工
業
株
式
会
社

(
｢

別
紙
書
面｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(
商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
二
年
四

月
三
十
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
須
賀
川
市
産
業
部
商
工
労
政
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ロ
ッ
ク
タ
ウ
ン
須
賀
川

福
島
県
須
賀
川
市
仲
の
町
八
十
四
番
地
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

別
紙
書
面
の
と
お
り

(

変
更
後)

別
紙
書
面
の
と
お
り

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
一
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
十
九
日

五

届
出
を
し
た
者

中
央
三
井
信
託
銀
行
株
式
会
社

(
｢

別
紙
書
面｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
四
号

口
蹄て

い

疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
福
島
県
家
畜
伝
染
病
ま
ん
延
防
止
規
則(

昭
和
四
十
三
年
福

島
県
規
則
第
四
十
七
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
県
外
の
区
域
か
ら
移
入
を
禁
止
す
る
家
畜
の
種
類

及
び
移
入
を
禁
止
す
る
県
外
の
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

移
入
を
禁
止
す
る
家
畜
の
種
類

牛
、
水
牛
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
豚
、
し
か
及
び
い
の
し
し
並
び
に
そ
れ
ら
の
死
体
又
は
家
畜
伝
染

病
の
病
原
体
を
広
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
品

二

移
入
を
禁
止
す
る
県
外
の
区
域

宮
崎
県
内
の
次
に
掲
げ
る
区
域

１

西
都
市
の
う
ち
聖
陵
町
一
丁
目
、
聖
陵
町
二
丁
目
、
御
舟
町
一
丁
目
、
御
舟
町
二
丁
目
、
桜
川

町
一
丁
目
、
桜
川
町
二
丁
目
、
水
流
崎
町
、
中
央
町
一
丁
目
、
中
央
町
二
丁
目
、
有
吉
町
一
丁
目
、

有
吉
町
二
丁
目
、
有
吉
町
三
丁
目
、
妻
町
一
丁
目
、
妻
町
二
丁
目
、
妻
町
三
丁
目
、
白
馬
町
、
上

町
一
丁
目
、
上
町
二
丁
目
、
中
妻
一
丁
目
、
中
妻
二
丁
目
、
旭
一
丁
目
、
旭
二
丁
目
、
下
妻
、
右

松
一
丁
目
、
右
松
二
丁
目
、
右
松
三
丁
目
、
右
松
四
丁
目
、
右
松
五
丁
目
、
小
野
崎
一
丁
目
、
小

野
崎
二
丁
目
、
新
町
一
丁
目
、
新
町
二
丁
目
、
大
字
右
松
、
大
字
妻
、
大
字
調
殿
、
大
字
片
内
、

大
字
童
子
丸
、
大
字
茶
臼
原
、
大
字
穂
北
、
大
字
南
方
、
大
字
尾
八
重
、
大
字
三
宅
の
一
部(

四

反
畑
、
彦
七
畑
、
市
口
、
久
保
鶴
、
松
ノ
下
、
池
向
、
嶋
畑
、
八
反
の
内
、
中
原
、
次
郎
左
衛
門
、

天
ヶ
瀬
、
鳥
子
長
田
、
茶
嶋
、
大
薗
前
、
朝
喰
、
石
坂
、
尾
筋
西
上
、
尾
筋
西
下
、
尾
筋
東
下
、

田
中
、
溝
之
手
、
尾
筋
東
上
、
国
分
、
上
ノ
宮
東
、
上
ノ
宮
西
、
原
口
、
原
口
二
ノ
西
、
原
口
二
、

須
先
、
山
王
前
畑
、
笹
貫
畑
、
堂
ヶ
島
、
寺
崎
、
馬
場
崎
、
塚
脇
、
石
貫
畑
、
石
貫
平
ノ
下
、
東

立
野
、
酒
元
ノ
上
、
寺
原
脇
、
丸
山
、
西
都
原
東
、
西
都
原
西
、
椨
木
上
、
椨
木
下
、
上
永
谷
、

下
永
谷
、
奈
原
、
岩
ヶ
丸
、
竹
ヶ
迫
、
方
迫
、
兼
迫
、
岡
本
、
鎌
迫
、
六
町
迫
、
大
迫
、
下
甲
津

ヶ
丸
、
上
甲
津
ヶ
丸
、
割
甲
津
ヶ
丸
、
元
迫
、
北
ヶ
迫
、
青
木
、
堂
下
、
羽
サ
間
、
後
迫
、
柳
迫
、

法
瀬
ヶ
丸
、
足
野
町
、
方
生
会
、
惣
太
郎
、
寺
原
、
小
末
、
松
田
平
ノ
下
、
嶋
廻
、
松
田
下
屋
敷
、

松
田
、
鏡
田
、
大
谷
平
、
七
曲
、
八
小
代
、
木
ノ
町
、
大
工
久
、
竹
ヶ
山
、
向
薗
、
八
反
田
、
八

反
田
木
町
、
代
手
、
下
鎧
、
西
原
、
上
鎧
、
米
鶴
、
大
ヶ
峰
、
西
大
ヶ
峰
、
細
場
廻
、
川
原
田
、

西
ヶ
迫
、
図
師
ヶ
迫
、
松
崎
、
居
屋
ノ
内
、
川
添
、
前
田
、
平
田
、
山
王
田
、
壱
町
田
、
笹
々
礼
、

平成22年４月30日 金曜日 福 島 県 報 第2177号302



県
道
矢
吹

小
野
線

路
線
名

石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山

字
草
場
六
〇
五
番
三
地
先

か
ら

同

郡
同

村
大
字
西
山

字
草
場
六
〇
一
番
一
地
先

ま
で 区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
四
・
八
〜

一
七
九
・
二

一
四
・
八
〜

一
七
九
・
二

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

三
一
五
・
〇

三
一
五
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

境
野
、
権
現
谷
、
折
登
、
樋
之
道
ノ
西
、
新
町
、
毘
沙
門
、
下
鶴)

、
大
字
清
水
の
一
部(

大
尾

田
、
朝
喰
、
鏡
田
、
竹
尾
尻
、
上
ノ
原
、
寺
山
、
松
迫
、
土
手
ノ
内
及
び
松
元
迫)

、
大
字
岡
富

の
一
部(

宮
ノ
東
、
岡
富
、
有
峯
前
及
び
有
峰)

、
大
字
三
納
の
一
部(

松
本
原
、
甚
助
原
、
大

廻
、
新
田
、
湯
無
田
、
尾
曲
、
諸
熊
、
永
野
大
原
、
榎
木
廻
、
岩
穴
ヶ
廻
、
柿
木
廻
、
大
山
田
、

九
月
田
、
白
山
廻
、
井
上
、
万
立
、
上
原
、
払
谷
、
川
久
保
、
尾
田
所
及
び
大
山)

及
び
大
字
中

尾
の
一
部(

高
尾
、
奥
畑
、
小
原
、
中
野
、
野
平
及
び
的
場)

２

日
向
市
の
う
ち
大
字
平
岩
、
大
字
幸
脇
、
美
々
津
町
、
大
字
塩
見
の
一
部(

大
草
、
小
原
葛
籠

谷
、
上
水
流
向
、
一
ヶ
瀬
、
小
原
東
ヶ
迫
、
奥
野
原
、
田
代
口
、
溜
り
水
、
入
田
、
出
口
、
奥
野

後
堀
、
明
生
、
梶
株
、
亀
ノ
甲
、
亀
ノ
甲
前
、
上
瓦
田
、
下
瓦
田
、
水
戸
ノ
川
、
乳
母
神
、
堀
ノ

田
、
金
山
ノ
下
、
下
中
野
、
上
中
野
、
権
現
原
山
添
、
北
上
奥
野
、
南
上
奥
野
、
物
足
ル
、
薬
師

ノ
北
、
明
久
、
戸
ノ
平
、
柳
ノ
元
、
永
田
葛
籠
、
河
添
、
永
田
平
原
、
久
道
ヶ
奥
、
切
通
し
、
添

谷
、
南
山
四
人
幻
、
高
畑
、
南
山
地
蔵
ノ
西
、
南
山
鵯
鳥
越
、
南
山
中
ノ
谷
、
谷
ノ
奥
、
天
神
森
、

仙
洞
庵
、
一
反
田
、
一
本
木
、
車
田
、
不
動
畑
、
上
永
田
、
下
永
田
、
下
ノ
原
、
花
園
、
片
白
、

柏
畑
、
甲
附
、
泉
、
大
財
、
谷
張
原
、
小
堤
、
西
谷
、
出
兼
、
笹
河
、
新
道
ヶ
下
、
通
り
山
下
、

横
峰
、
坂
ノ
下
、
淵
平
、
宮
川
、
猪
ノ
ガ
窪
、
猪
久
保
上
、
上
奥
野
、
柳
田
、
南
明
生
、
通
り
山

及
び
奥
野
前
畑)

、
大
字
財
光
寺
の
一
部(
大
谷
尻
、
樋
ノ
口
、
三
ツ
枝
、
木
原
、
六
反
田
、
丸

池
、
尻
無
川
、
岩
淵
、
池
ノ
田
、
池
ノ
下
及
び
小
松
崎)

及
び
日
向
市
東
郷
町
全
域

３

児
湯
郡
高
鍋
町
全
域

４

児
湯
郡
新
富
町
の
う
ち
大
字
日
置
、
三
納
代
及
び
新
田
の
一
部(

祗
園
原
、
川
床
、
黒
坂
、
北

畦
原
、
東
畦
原
、
西
畦
原
、
三
財
原
、
湯
風
呂
、
湯
之
宮
、
一
丁
田
、
十
文
字
、
新
田
原
、
学
園

台
及
び
春
日)

５

児
湯
郡
木
城
町
全
域

６

児
湯
郡
川
南
町
全
域

７

児
湯
郡
都
農
町
全
域

８

東
臼
杵
郡
美
郷
町
の
う
ち
南
郷
区
水
清
谷
の
一
部(

小
原
、
滝
ノ
内
、
小
又
、
中
ノ
瀬
、
蕨
野
、

荒
谷
及
び
下
田
の
原)

、
南
郷
区
神
門
の
一
部(

向
山
、
渡
場
瀬
、
石
越
、
仁
久
川
、
五
味
、
猪

ノ
越
、
内
竹
、
下
名
木
、
新
右
衛
門
田
及
び
杭
谷)

、
南
郷
区
中
渡
川
の
一
部(

杭
谷
及
び
日
平)

及
び
西
郷
区
田
代
の
一
部(

横
山
、
西
ノ
八
峡
、
扇
山
、
鳩
尻
、
宮
ノ
平
、
岩
下
、
ヒ
シ
リ
瀧
、

赤
木
、
山
ノ
口
、
山
ノ
川
内
、
澤
水
、
立
野
々
原
、
漆
ノ
越
、
仮
迫
、
田
ノ
原
、
圍
ノ
平
、
下
之

小
川
、
上
之
小
川
、
弓
場
之
元
、
下
峯
地
、
中
峯
地
、
小
川
田
、
小
川
田
ノ
平
、
構
谷
、
弥
太
郎

屋
敷
、
小
谷
、
ウ
ト
ノ
迫
、
毛
上
ヶ
谷
、
桑
舟
谷
、
尾
澤
、
上
之
原
、
後
内
、
小
川
内
、
日
陰
谷
、

槇
ノ
鶴
、
椎
久
保
及
び
槇
谷)

(

畜

産

課)

福
島
県
告
示
第
三
百
五
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
島
村

土
地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
二
年
四
月
十
四
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月

二
十
三
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
六
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
松
ヶ

房
地
区
に
係
る
県
営
の
基
幹
水
利
施
設
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計

画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
二
年
五
月
六
日
か
ら

(

二
十
日
間)

同

月
二
十
五
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

相
馬
市
役
所
及
び
相
馬
郡
新
地
町
役
場

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
七
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
で
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
い
わ
き
市
が
絹
谷
地
区
に
係
る
農
山
漁
村
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支

援
交
付
金
事
業(

基
盤
整
備)

を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
一
日
同
意
し
た
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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県
道
矢
吹
小
野
線

路

線

名

県
道
船
引

停
車
場
線

路
線
名

県
道
矢
吹

小
野
線

田
村
市
船
引
町
船
引
字
五

升
車
七
〇
番
一
地
先
か
ら

同

市
船
引
町
船
引
字
五

升
車
一
九
番
四
地
先
ま
で

田
村
市
船
引
町
船
引
字
上

田
中
四
番
二
地
先
か
ら

同

市
船
引
町
船
引
字
五

升
車
一
九
番
四
地
先
ま
で

区

間

石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山

字
草
場
六
〇
五
番
三
地
先

か
ら

同

郡
同

村
大
字
西
山

字
草
場
六
〇
一
番
一
地
先

ま
で

石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
草
場
六
〇
五
番
三
地

先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
西
山
字
草
場
六
〇
一
番
一
地

先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

更
後
の
別

九
・
四
〜

九
・
九

九
・
四
〜

三
五
・
一

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
四
・
八
〜

一
七
九
・
二

一
四
・
八
〜

一
七
九
・
二

(

メ

ル)

平
成
二
二
年
四
月

三
〇
日

供
用
開
始
の
期
日

一
七
〇
・
九

二
一
二
・
四

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

三
一
五
・
〇

三
一
五
・
〇

(

メ

ル)

県
道
相
馬
浪
江
線

路

線

名

県
道
矢
吹
小
野
線

路

線

名

南
相
馬
市
原
町
区
馬
場
字
下
中
内
八
〇
番
一
地
先

か
ら

同

市
原
町
区
馬
場
字
下
中
内
七
三
番
二
地
先

ま
で 供

用

開

始

の

区

間

石
川
郡
平
田
村
大
字
西
山
字
草
場
六
〇
五
番
三
地

先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
西
山
字
草
場
六
〇
一
番
一
地

先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
二
二
年
四
月

三
〇
日

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
二
年
四
月

三
〇
日

供
用
開
始
の
期
日

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(
道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
十
二
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
南
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

新
た
に
都
市
計
画
に
含
ま
れ
た
土
地
の
区
域

白
河
市
の
う
ち
大
手
町
、
中
町
及
び
本
町
の
各
一
部
の
区
域

二

都
市
計
画
か
ら
除
外
さ
れ
た
土
地
の
区
域

白
河
市
の
う
ち
立
石
山
、
立
石
、
日
向
、
日
影
、
四
ツ
谷
、
天
神
町
、
一
番
町
、
金
屋
町
、
愛
宕

町
、
大
手
町
、
大
工
町
及
び
本
町
の
各
一
部
の
区
域

三

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

四

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

(

都
市
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
十
三
号
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都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

施
行
者
の
名
称

い
わ
き
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

い
わ
き
都
市
計
画
下
水
道
事
業(

い
わ
き
市
公
共
下
水
道)

三

事
業
認
可
の
年
月
日

昭
和
三
十
三
年
五
月
二
十
日

四

事
業
施
行
期
間

(

変
更
前)

昭
和
三
十
三
年
五
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

(
変
更
後)

昭
和
三
十
三
年
五
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

平
成
十
九
年
福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号
の
事
業
地
に
い
わ
き
市
内

郷
内
町
蛭
内
、
四
倉
町
字
西
三
丁
目
及
び
字
西
四
丁
目
、
中
岡
町
一
丁
目

及
び
二
丁
目
、
佐
糠
町
三
丁
目
並
び
に
石
塚
町
東
の
全
部
の
区
域
を
加
え

る
。同

事
業
地
に
い
わ
き
市
内
郷
宮
町
宮
沢
、
代
及
び
金
坂
、
内
郷
内
町
桜

本
、
内
郷
白
水
町
蛭
内
及
び
大
門
、
四
倉
町
字
東
三
丁
目
、
字
東
四
丁
目
、

字
五
丁
目
、
字
和
具
、
字
町
田
、
字
太
夫
坂
、
字
八
日
十
日
及
び
字
北
向
、

常
磐
湯
本
町
下
浅
貝
、
上
浅
貝
、
彦
惣
白
坂
、
向
田
及
び
辰
ノ
口
、
後
田

町
源
道
平
、
佐
糠
町
荒
屋
及
び
川
崎
、
東
田
町
堤
下
及
び
日
渡
、
仁
井
田

町
寺
前
、
中
ノ
目
、
月
山
下
及
び
辰
ノ
口
並
び
に
石
塚
町
下
ノ
前
の
各
一

部
の
区
域
を
加
え
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
い
わ
き
市
四
倉
町
字
西
二
丁
目
、
常
磐
湯
本
町
八
仙
、

中
岡
町
三
丁
目
、
四
丁
目
及
び
古
川
、
佐
糠
町
二
丁
目
並
び
に
東
田
町
一

丁
目
の
各
一
部
の
区
域
を
全
部
の
区
域
に
改
め
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
い
わ
き
市
内
郷
内
町
前
田
、
磐
堰
、
水
之
出
及
び
金

坂
、
四
倉
町
字
東
二
丁
目
及
び
字
鬼
越
、
常
磐
湯
本
町
台
山
、
天
王
崎
、

三
函
及
び
上
川
、
中
岡
町
月
山
下
及
び
根
小
屋
、
佐
糠
町
竹
ノ
花
及
び
大

島
並
び
に
東
田
町
二
丁
目
及
び
向
山
の
各
一
部
の
区
域
を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

変
更
な
し
。

(

下
水
道
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
十
四
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
二
年
二
月
十
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

福
島
県
猟
友
会

須
賀
川
市
和
田
字
弥

平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

須
賀
川
市
旭
町
六
番
三

須
賀
川
支
部

六
内
一
三
五
番
二
三

二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

号

支
部
長

梅
津

号

亮
福
島
県
猟
友
会

田
村
郡
三
春
町
大
字

同

田
村
郡
三
春
町
大
字
平

三
春
支
部

支

山
田
字
栃
久
保
一
五

沢
字
河
原
二
八
番
二
号

部
長

影
山

八
番
地

國
一

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
十
五
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
二
年
二
月
十
七
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

福
島
県
猟
友
会

南
会
津
郡
南
会
津
町

平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

南
会
津
支
部

田
島
字
谷
地
甲
三
四

二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

支
部
長

小
椋

番
地

紀
一

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
十
六
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
二
年
二
月
十
九
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

株
式
会
社
シ
テ

郡
山
市
朝
日
一
丁
目

平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

ィ
ー
・
マ
ー
ト

二
三
番
七
号

二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

福
内

一
浩

郡
山
市
清
水
台
一
丁

同

同

目
四
番
一
二
号

株
式
会
社
南
部

須
賀
川
市
西
川
字
池

同

同

自
動
車
学
校

ノ
上
五
一
番
地
の
五

有
限
会
社
モ
ン

岩
瀬
郡
鏡
石
町
中
央

同

同

シ
ェ

二
四
五
番
地

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
十
七
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平成22年４月30日 金曜日 福 島 県 報 第2177号 305



福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

有
限
会
社
手
島

西
白
河
郡
矢
吹
町
中

平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

町
二
七
八
番
地

二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

有
限
会
社
鈴
木

東
白
川
郡
棚
倉
町
大

同

同

銃
砲
火
薬
店

字
関
口
字
豊
郷
一
二

五
番
地

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
十
八
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
二
年
三
月
四
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

有
限
会
社
大
竹

郡
山
市
本
町
二
丁
目

平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

銃
砲
店

二
二
番
一
二
号

二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

有
限
会
社
鈴
木

郡
山
市
細
沼
町
九
番

同

同

酒
店

一
号

株
式
会
社
須
賀

岩
瀬
郡
鏡
石
町
蒲
之

同

同

川
ド
ラ
イ
ビ
ン

沢
町
三
八
二
番
地

グ
ス
ク
ー
ル

春
山

禮
子

田
村
郡
三
春
町
字
大

同

同

町
一
五
八
番
地
の
一

(
出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
十
九
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
二
年
三
月
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

斎
藤

正
敏

会
津
若
松
市
城
東
町

平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

四
番
一
七
号

二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

有
限
会
社
会
津

会
津
若
松
市
大
町
二

同

同

銃
砲
火
薬
店

丁
目
七
番
五
号

有
限
会
社
松
本

喜
多
方
市
字
三
丁
目

同

同

屋

四
七
九
一
番
地

高
橋

久

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字

同

同

赤
枝
字
宮
在
家
一
九

〇
番
地

福
島
県
猟
友
会

大
沼
郡
会
津
美
里
町

同

同

美
里
支
部

支

字
外
川
原
甲
四
三
〇

部
長

齊
藤

四
番
地
九
号

奎
二

吉
井

洋
意

い
わ
き
市
平
中
山
字

同

い
わ
き
市
平
字
五
町
目

宮
下
一
番
地
の
七
一

一
〇
番
地

株
式
会
社
タ
イ

い
わ
き
市
平
塩
字
古

同

住
所
地
に
同
じ

ヘ
イ
ド
ラ
イ
バ

川
一
番
地
の
一

ー
ズ
ス
ク
ー
ル

有
限
会
社
コ
ミ

い
わ
き
市
平
沼
ノ
内

同

同

ュ
ニ
テ
ィ
ス
ト

諏
訪
原
一
丁
目
二
三

ア
ー
・
ス
ポ
ッ

番
地
の
八

ト有
限
会
社
大
泉

い
わ
き
市
遠
野
町
上

同

同

商
店

遠
野
字
本
町
五
三
番

地

関
根

昭
蔵

い
わ
き
市
勿
来
町
窪

同

い
わ
き
市
勿
来
町
窪
田

田
町
通
四
丁
目
九
一

町
通
四
丁
目
一
一
一
番

番
地

地

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
二
年
三
月
十
八
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

合
資
会
社
出
岡

福
島
市
五
月
町
二
番

平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

商
店

四
号

二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

社
団
法
人
福
島

福
島
市
渡
利
字
七
社

同

同

県
猟
友
会

宮
一
〇
二
番
地
の
一

福
島
県
猟
友
会

福
島
市
渡
利
字
大
久

同

同

福
島
支
部

支

保
四
二
番
地

部
長

佐
藤

榮
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公

告

古
山

光
二

二
本
松
市
本
町
一
番

同

同

地
の
二
〇
九

橋
本

優

二
本
松
市
若
宮
一
丁

同

同

目
三
二
七
番
地

福
島
県
猟
友
会

伊
達
市
梁
川
町
字
大

同

同

梁
川
支
部

支

町
一
丁
目
一
番
地

部
長

毛
利

健
之
助

福
島
県
猟
友
会

伊
達
郡
桑
折
町
大
字

同

伊
達
郡
国
見
町
大
字
内

桑
折
支
部

支

上
郡
字
常
西
寺
一
七

谷
字
東
脇
一
五
番
地

部
長

幕
田

番
地

敏
衛

福
島
県
猟
友
会

伊
達
郡
川
俣
町
字
新

同

住
所
地
に
同
じ

川
俣
支
部

支

中
町
一
六
番
地

部
長

三
浦

紀
彦

高
橋

正

本
宮
市
本
宮
字
大
森

同

本
宮
市
仁
井
田
字
枡
形

一
二
九
番
地
の
一

三
九
番
地
の
一

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

南
相
馬
地
区
交

南
相
馬
市
原
町
区
高

平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

通
安
全
協
会

見
町
一
丁
目
二
六
二

二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

会
長

庄
司

番
地

公
正

福
島
県
猟
友
会

南
相
馬
市
鹿
島
区
西

同

南
相
馬
市
鹿
島
区
小
池

鹿
島
支
部

支

町
一
丁
目
一
番
地

字
原
畑
二
八
一
番
地
三

部
長

小
林

号

純
皓

福
島
県
猟
友
会

相
馬
市
中
村
字
大
町

同

住
所
地
に
同
じ

相
馬
支
部

支

八
六
番
地

部
長

阿
部

多
一

福
島
県
猟
友
会

双
葉
郡
浪
江
町
大
字

同

同

浪
江
支
部

支

権
現
堂
字
町
頭
一
八

部
長

佐
藤

番
地
一
号

善
重

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
二
年
三
月
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

合
資
会
社
平
銃

い
わ
き
市
平
字
一
町

平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

砲
火
薬
店

目
八
番
地

二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

福
島
県
猟
友
会

南
相
馬
市
原
町
区
三

平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

原
町
支
部

支

島
町
二
丁
目
一
五
八

二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

部
長

半
澤

番
地

希
信

福
島
県
猟
友
会

南
相
馬
市
小
高
区
女

同

同

小
高
支
部

支

場
字
八
木
平
二
三
番

部
長

栃
久
保

地

宗
伯

(

出
納
総
務
課)

公
告
第
百
八
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
七
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
子
ど
も
養
育
研
究
会

三

代
表
者
の
氏
名

飯
田

進

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
棚
倉
字
丸
内
九
十
四
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
児
童
福
祉
施
設
に
関
わ
る
子
ど
も
と
家
族
の
福
祉
の
向
上
、
職
員
の
資
質
の
向
上

及
び
子
ど
も
の
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
に
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
百
八
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
二
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
じ
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

遠
藤

幸
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
西
中
央
二
丁
目
二
十
三
│
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
視
覚
障
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
各
種
支
援
事
業
を
行
い
、
視
覚
障
害
者
の
情
報

収
集
並
び
に
社
会
参
加
の
向
上
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
視
覚
障
害
者
福
祉
の
啓
発
活
動
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
視
覚
障
害
者
の
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
１
８
７
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
福
島
県
総
合
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
保
守
点
検
業
務
の
委
託
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公

共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う
｡
)
第
11条
及
び
福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年
福
島
県
規
則
第
17号
)

第
274条

の
11第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
22年
４
月
30日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

福
島
県
総
合
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
保
守
点
検
業
務
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
生
活
環
境
部
県
民
安
全
総
室
災
害
対
策
課
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

３
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
22年
３
月
26日

４
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
気
株
式
会
社
東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
７
番
１
号

５
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

73,710,000円
６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
と
す
る
こ
と
と
し
た
理
由

特
例
政
令
第
10条
第
１
項
第
１
号
該
当

(災
害
対
策
課
)

公
告
第
百
八
十
八
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
区
の
清
算
人
が
退
任
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

月
形
中
野
土
地
改
良
区

退
任
し
た
清
算
人

役
別

氏
名

住
所

清
算
人

�
名

忠
良

郡
山
市
湖
南
町
中
野
字
向
町
二
七
三
九
番
地

同

佐
藤

哲
也

同

市
湖
南
町
舟
津
字
舟
津
六
七
四
番
地

同

齋
藤

喜
代
一

同

市
湖
南
町
中
野
字
堰
内
二
六
七
七
番
地

同

鈴
木

健
雄

同

市
湖
南
町
舘
字
舘
七
二
番
地

同

齊
藤

勝
廣

同

市
湖
南
町
舟
津
字
浜
前
一
三
七
番
地

同

安
部

二
三
喜

同

市
湖
南
町
舟
津
字
舟
津
八
七
五
番
地

同

岩
舩

隆
男

同

市
湖
南
町
舟
津
字
舟
津
六
五
〇
番
地

同

谷
�

順
啓

同

市
湖
南
町
舘
字
舘
一
〇
四
番
地

同

鈴
木

岩
男

同

市
湖
南
町
横
沢
字
屋
敷
二
五
四
二
番
地

同

吉
田
又
左
衛
門

同

市
湖
南
町
横
沢
字
屋
敷
二
五
四
六
番
地

同

関

一
男

同

市
湖
南
町
浜
路
字
稲
宝
五
八
八
番
地

平成22年４月30日 金曜日 福 島 県 報 第2177号308



福
島
県
教
育
委
員
会

同

武
藤

勲

同

市
湖
南
町
中
野
字
向
町
二
七
〇
三
番
地

同

宗
方

秀
吉

同

市
湖
南
町
中
野
字
二
番
石
倉
四
八
八
一
番
地

同

加
藤

正

同

市
湖
南
町
中
野
字
二
番
猿
畑
五
七
二
五
番
地

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
百
八
十
九
号

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

川
内
地
区
に
係
る
県
営
の
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
の
工
事
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日
完

了
し
た
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
百
九
十
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

益
田
地
区
に
係
る
県
営
の
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
の
工
事
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日
完

了
し
た
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
百
九
十
一
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

桃
内
地
区
に
係
る
県
営
の
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
の
工
事
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日
完

了
し
た
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
(

農
村
計
画
課)

公
告
第
百
九
十
二
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

大
井
塚
原
地
区
に
係
る
県
営
の
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
の
工
事
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四

日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
百
九
十
三
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

相
馬
地
区
に
係
る
県
営
の
か
ん
が
い
排
水
事
業
の
工
事
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
七
日
完
了
し
た
の

で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
百
九
十
四
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

横
川
地
区
に
係
る
県
営
の
基
幹
水
利
施
設
補
修
事
業
の
工
事
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
七
日
完
了
し

た
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
百
九
十
五
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

大
谷
地
地
区
に
係
る
県
営
の
た
め
池
等
整
備
事
業
の
工
事
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
完
了
し
た
の

で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
百
九
十
六
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
�
葉
町
か
ら
広
野
�
葉
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の

送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

(

都
市
計
画
課)

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日
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福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則(

昭
和
三
十
三
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
三
項
中｢

三
十
単
位｣

を｢

三
十
六
単
位｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

学
校
経
営
支
援
課)
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